
○岩国市水道局調査・設計等業務委託低入札価格調査実施要領  

平成 29年４月１日制定  

（趣旨）  

第１条  この要領は、岩国市水道事業会計規程（平成 18年水道局規程第 40号）第 114

条に規定する最低の価格をもって入札した者（以下「最低入札者」という。）以

外の者を落札者とする場合の基準について、必要な事項を定めるものとする。  

（低入札価格調査）  

第２条  入札執行者は、最低入札者以外の者を落札者とする場合は、低入札価格調

査（予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の入札価格によっ

てはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを

判断するために実施する調査をいう。以下同じ。）を行うものとする。  

（対象）  

第３条  この要領の対象となる入札は、設計金額が 1,000万円以上の工事に係る調

査・設計等業務委託の入札とする。  

（調査基準価格）  

第４条  低入札価格調査を行う基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）

は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、低入札調査基準価格設定書（様式第１

号、様式第２号、様式第３号、様式第４号又は様式第５号）により算出した当該

各号に定める額とし、予定価格調書にその価格を記載するものとする。  

⑴  測量業務（様式第１号により算出）  「直接測量費＋測量調査費＋諸経費の

10分の５」（各費目（小数点以下切捨て）を合計し、合計額の千円未満は切捨

て）とし、算出した額が予定価格に 110分の 100を乗じて得た額の 10分の 8.2（千

円未満は切捨て）を超える場合にあっては 10分の 8.2とし、算出した額が予定価

格に 110分の 100を乗じて得た額の 10分の６（千円未満は切捨て）に満たない場

合にあっては 10分の６とする。  

⑵  土木関係の建設コンサルタント業務（様式第２号により算出）  「直接人件

費＋直接経費＋その他原価の 10分の９＋一般管理費の 10分の５」（各費目（小

数点以下切捨て）を合計し、合計額の千円未満は切捨て）とし、算出した額が

予定価格に 110分の 100を乗じて得た額の 10分の 8.1（千円未満は切捨て）を超え

る場合にあっては 10分の 8.1とし、算出した額が予定価格に 110分の 100を乗じて

得た額の 10分の６（千円未満は切捨て）に満たない場合にあっては 10分の６と

する。  

⑶  地質調査業務（様式第３号により算出）  「直接調査費＋間接調査費の 10分

の９＋解析等調査業務費の 10分の８＋諸経費の 10分の５」（各費目（小数点以



下切捨て）を合計し、合計額の千円未満は切捨て）とし、算出した額が予定価

格に 110分の 100を乗じて得た額の 10分の 8.5（千円未満は切捨て）を超える場合

にあっては 10分の 8.5とし、算出した額が予定価格に 110分の 100を乗じて得た額

の３分の２（千円未満は切捨て）に満たない場合にあっては３分の２とする。  

⑷  建築関係の建設コンサルタント業務（様式第４号により算出）  「直接人件

費＋特別経費＋技術料等経費の 10分の６＋諸経費の 10分の６」（各費目（小数

点以下切捨て）を合計し、合計額の千円未満は切捨て）とし、算出した額が予

定価格に 110分の 100を乗じて得た額の 10分の 8.1（千円未満は切捨て）を超える

場合にあっては 10分の 8.1とし、算出した額が予定価格に 110分の 100を乗じて得

た額の 10分の６（千円未満は切捨て）に満たない場合にあっては 10分の６とす

る。  

⑸  前各号の業務を複数組み合わせた業務（様式第５号により算出）  前各号の

方法により算出した調査基準価格を合計した額とする。  

（入札参加者への周知）  

第５条  入札執行者は、入札参加者に対し、岩国市水道局建設工事等に係る競争入

札参加者心得（令和８年４月１日制定）の条文を熟読することを促すとともに、

設計図書の配布の際に次に掲げる事項を周知するものとする。  

⑴  調査基準価格が設定されていること。  

⑵  調査基準価格を下回る入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知

方法に関すること。  

⑶  調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落

札者とならない場合があること。  

⑷  調査基準価格を下回る入札を行った者は、資料の提出を要すること。  

⑸  調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。 

（入札の保留）  

第６条  入札執行者は、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対

し、落札者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて、入札を終了するも

のとする。  

（調査の実施）  

第７条  入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留したときは、速やか

に調査基準価格を下回る入札を行った者に、内訳書、低入札価格調査表（様式第

６号）及び管理（主任）技術者の専任配置誓約書（様式第７号）を提出させ、低

入札価格調査の実施概要表（様式第８号）の調査項目について調査するものとす

る。  



（調査の基準）  

第８条  前条の調査は、次に掲げる基準により行うものとする。  

⑴  基本的判断基準  

ア  調査に協力的であること。  

イ  企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果であること。  

⑵  事項別判断基準  

ア  入札価格により入札した理由  

（ア）手持業務の状況及び保有する技術者の状況等に照らして、業務の適切

な実施及び成果品の品質の確保を図り得ること。  

（イ）手持機械等の状況、過去に実施した同種又は類似の業務の実績及び再

委託会社の協力等に照らして、入札した価格で業務が実施可能であるこ

と。  

イ  入札価格の内訳書  

（ア）設計数量に対応した内訳書となっていること。  

（イ）契約対象業務の実施に必要な費用が計上されており、違算がないこと。 

（ウ）再委託予定の業務内容と金額が妥当なものであること。  

ウ  契約の履行体制  

（ア）業務内容に照らして、配置予定技術者数が十分であること。  

（イ）再委託予定の業務内容、金額、履行体制及び理由は、妥当なものであ

ること。  

エ  現在の手持ちの業務の状況  

配置予定技術者ごとの手持業務の量に照らして、契約対象業務の実施に支

障がないこと。  

オ  配置予定の技術者の資格、業務の経験等  

契約対象業務の実施のために、配置予定技術者が分担する役割の十分な遂

行に必要な資格と業務経験を有すること。  

カ  同種又は類似の業務の実績  

（ア）記載された業務実績が実在するものであること。  

（イ）過去に同類又は類似の業務を実施した実績が契約対象業務に要する経

費の低減に資すること。  

キ  管理（主任）技術者の専任配置  

管理（主任）技術者が他の業務の配置技術者となっていないこと。  

（落札者の決定）  

第９条  入札執行者は、第７条の調査を終了したときは、調査結果について、低入



札価格調査の実施概要表により、岩国市水道局建設工事及び物品購入指名競争入

札参加者選定審査会規程（平成 18年水道局規程第 45号）による岩国市水道局建設

工事及び物品購入指名競争入札参加者選定審査会（以下「審査会」という。）に

諮るものとする。  

２  入札執行者は、審査会が最低入札者を落札者とすることが適当と認めたとき

は、当該最低入札者を落札者と決定するものとする。  

３  入札執行者は、審査会が最低入札者を落札者とすることが不適当と認めたとき

は、当該最低入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）

を落札者とするものとする。  

４  入札執行者は、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っているときは、当

該次順位者について、低入札価格調査を行うものとする。  

（調査結果の通知）  

第 10条  入札執行者は、前条の規定により落札者が決定したときは、入札者に対し、

調査結果を低入札価格調査の実施結果について（通知）（様式第９号）により通

知するものとする。  

（調査結果の公表）  

第 11条  入札執行者は、調査結果の概要を低入札価格調査結果表（業者別）（様式

第 10号）により前条の規定による通知の日の翌日から起算して１年間、閲覧をも

って公表する。  

（その他）  

第 12条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この要領は、平成 29年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は、令和元年 10月１日から施行する。  

附  則  

この要領は、令和８年４月１日から施行する。  

  



様式第１号（第４条関係） 

 

低入札調査基準価格設定書（測量） 
 

業務番号  

 

業 務 名  

 

調査基準価格  円 

 

上記のとおり定める。 

 

  年  月  日 

 

［調査基準価格の算出］ 

 

⑴ （直接測量費）＋（測量調査費）＋（諸経費×５／10） 

直接測量費 円  

測量調査費 円  

諸経費×５／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×５／10） 

円  

計 

（千円未満切捨て） 
円  

 

⑵ 予定価格 × 100／110 × 8.2／10 

 円 × 100／110 × 8.2／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑶ 予定価格 × 100／110 × ６／10 

 円 × 100／110 × ６／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑵ ≧ ⑴ ≧ ⑶ のとき 調査基準価格は ⑴ 

⑴ ＞ ⑵     のとき 調査基準価格は ⑵ 

⑴ ＜ ⑶     のとき 調査基準価格は ⑶ 

  



様式第２号（第４条関係） 

低入札調査基準価格設定書（土木コンサル） 
 

業務番号  

 

業 務 名  

 

調査基準価格  円 

 

上記のとおり定める。 

 

  年  月  日 

 

［調査基準価格の算出］ 

 

⑴ （直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価×９／10）＋（一般管理費×５／10） 

直接人件費 円  

直接経費 円  

その他原価×９／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×９／10） 

円  

一般管理費×５／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×５／10） 

円  

計 

（千円未満切捨て） 
円  

 

⑵ 予定価格 × 100／110 × 8.1／10 

円 × 100／110 × 8.1／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑶ 予定価格 × 100／110 × ６／10 

円 × 100／110 × ６／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑵ ≧ ⑴ ≧ ⑶ のとき 調査基準価格は ⑴ 

⑴ ＞ ⑵     のとき 調査基準価格は ⑵ 

⑴ ＜ ⑶     のとき 調査基準価格は ⑶  



様式第３号（第４条関係） 

低入札調査基準価格設定書（地質） 
 

業務番号  

 

業 務 名  

 

調査基準価格  円 

 

上記のとおり定める。 

 

  年  月  日 

 

［調査基準価格の算出］ 

 

⑴ （直接調査費）＋（間接調査費×９／10）＋（解析等調査業務費×８／10） 

＋（諸経費×５／10） 

直接調査費 円  

間接調査費×９／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×９／10） 

円  

解析等調査業務費×８／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×８／10） 

円  

諸経費×５／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×５／10） 

円  

計 

（千円未満切捨て） 
円  

 

⑵ 予定価格 × 100／110 × 8.5／10 

円 × 100／110 × 8.5／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑶ 予定価格 × 100／110 × ２／３ 

円 × 100／110 × ２／３＝     円 

（千円未満切捨て） 

⑵ ≧ ⑴ ≧ ⑶ のとき 調査基準価格は ⑴ 

⑴ ＞ ⑵     のとき 調査基準価格は ⑵ 

⑴ ＜ ⑶     のとき 調査基準価格は ⑶  



様式第４号（第４条関係） 

 

低入札調査基準価格設定書（建築コンサル） 
 

業務番号  

 

業 務 名  

 

調査基準価格  円 

 

上記のとおり定める。 

 

  年  月  日 

 

［調査基準価格の算出］ 

 

⑴ （直接人件費）＋（特別経費）＋（技術料等経費×６／10）＋（諸経費×６／10） 

直接人件費 円  

特別経費 円  

技術料等経費×６／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×６／10） 

円  

諸経費×６／10 

（小数点以下切捨て） 

（            ×６／10） 

円  

計 

（千円未満切捨て） 
円  

 

⑵ 予定価格 × 100／110 × 8.1／10 

円 × 100／110 × 8.1／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

 

⑶ 予定価格 × 100／110 × ６／10 

円 × 100／110 × ６／10＝     円 

（千円未満切捨て） 

⑵ ≧ ⑴ ≧ ⑶ のとき 調査基準価格は ⑴ 

⑴ ＞ ⑵     のとき 調査基準価格は ⑵ 

⑴ ＜ ⑶     のとき 調査基準価格は ⑶  



様式第５号（第４条関係） 

 

低入札調査基準価格設定書（複数組み合わせた業務） 
 

業務番号  

 

業 務 名  

 

調査基準価格  円 

 

上記のとおり定める。 

 

  年  月  日 

 

［調査基準価格の算出］ 

 

⑴ 測量 円  様式第１号 参照 

⑵ 土木コンサル 円  様式第２号 参照 

⑶ 地質 円  様式第３号 参照 

⑷ 建築コンサル 円  様式第４号 参照 

計 円   

  



様式第６号（第７条関係） 

 

（当該価格により入札した理由）  

低 入 札 価 格 調 査 表 

 

入札者  住  所 

 

商号又は名称               印 

 

業 務 番 号  

業 務 名  

業 務 場 所  

入 札 価 格  

 

その価格で入札した理由 

 

  



（履行体制） 

当 該 契 約 の 履 行 体 制 
 

⑴ 履行のための体制図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 業務に係る実施体制 

 

技術者の区分 氏  名 役 職 ・ 部 署 担当する役割 備  考 

管理技術者     

担当技術者     

照査技術者     

     

注１：技術者の区分の名称は適宜設定すること。 

（例）管理技術者・照査技術者・担当技術者・再委託予定の技術者 等 

注２：技術者について、真にやむを得ない場合を除き、変更は認めない。  

○○技術者 

・担当する役割の内容 

○○技術者 

・担当する役割の内容 

○○技術者 

・担当する役割の内容 

○○技術者 

・担当する役割の内容 

担当者 

・担当する役割の内容 

担当者 

・担当する役割の内容 

担当者 

・担当する役割の内容 

再委託の相手方 

・再委託に係る業務の内容、再委託

の予算金額、再委託を行う理由 



（手持業務の状況）  

手 持 業 務 一 覧 表 
 

（    技術者）（氏名：       ） 

 

業 務 名 発 注 機 関 履 行 期 間 契約金額(千円) 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



（配置予定の技術者の資格、業務の経験等）  

配 置 予 定 技 術 者 名 簿 
 

 

技術者の区分 氏 名 資 格 取得年月日 
免許番号 
交付番号 

備考 

管理技術者      

担当技術者      

照査技術者      

      

注１：技術者について、真にやむを得ない場合を除き、変更は認めない。  

  



（同種又は類似の業務実績状況）  

同 種 又 は 類 似 の 業 務 実 績 表 
 

 

通し 
番号 

業務名 発注者名 履行期間 契約金額 
業務成績 
評定点 

備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



様式第７号（第７条関係） 

 

管理（主任）技術者の専任配置誓約書 
 

年  月  日  

岩国市水道事業管理者 

水道局長      様 

（調査対象者） 

住 所     

商号又は名称  

代表者氏名              印 

 

当社（私）は、○○○○○○○○○○業務委託を受注するに当たり、下記の者を該当業

務の専任の管理（主任）技術者として配置し、他の業務に従事させないことを誓約します。 

 

記 

 

氏 名  

生年月日  

資 
格 
要 
件 

免許・資格  

実 
務 
経 
験 

最終学歴  

経験年数  

雇入日  

  



様式第８号（第７条・第９条関係） 

 

低入札価格調査の実施概要表 

１ 調査対象者 

２ 業務名 

３ 業務場所 

４ 予定価格（消費税抜き） 

５ 調査基準価格 

６ 入札価格 

７ 基本的判断基準 

調 査 項 目 適・否 

⑴ 調査に協力的であること。  

⑵ 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果で

あること。 
 

８ 事項別判断基準 

調 査 項 目 内 容 

⑴ 当該価格により入札した理由 
 

⑵ 入札価格の内訳書 
 

⑶ 当該契約の履行体制 
 

⑷ 現在の手持ちの業務の状況 
 

⑸ 配置予定の技術者の資格、業務

の経験等  

⑹ 同種又は類似の業務の実績 
 

⑺ 管理（主任）技術者の専任配置 
 

⑻ その他必要な事項 
 

９ 判断結果 

  



様式第９号（第10条関係） 

 

年  月  日  

 

           様 

岩国市水道事業管理者     

水道局長        印 

 

低入札価格調査の実施結果について（通知） 

 

  年  月  日実施した入札について、低入札価格調査を実施した結果は、次のと

おりです。 

業 務 番 号  

業務の名称  

委 託 場 所  

調 査 結 果  

  



様式第10号（第11条関係） 

 

低入札価格調査結果表（業者別） 
 

年  度  

業 務 名  

業 務 場 所  

入 札 方 法  

入 札 日  

予定価格（税抜き）  

調査基準価格  

応 札 者  

応 札 額  

調 査 結 果  

理  由 

 

 


